
 

 

２４１－１－１ 

女性則：有害物の発散する場所における業務 

 

有害物を発散する場所における規制対象物質と女性労働者の就業を禁止する業務 

特定化学物質 特定化学物質 

塩素化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（別名 PCB） ｽﾁﾚﾝ 

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名ﾊﾟｰｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） 

ｴﾁﾚﾝｲﾐﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ 有機溶剤 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ化合物 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ｾﾛｿﾙﾌﾞ） 

ｸﾛﾑ酸塩 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ（別名ｾﾛｿﾙﾌﾞｱｾﾃｰﾄ） 

五酸化ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ﾒﾁﾙｾﾛｿﾙﾌﾞ） 

水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く） ｷｼﾚﾝ 

塩化ﾆｯｹﾙ（Ⅱ）（粉状の物に限る） N･N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ 

砒素化合物（ｱﾙｼﾝ及び砒化ｶﾞﾘｳﾑを除く） ﾄﾙｴﾝ 

ﾍﾞｰﾀｰﾌﾟﾛﾋﾟｵﾗｸﾄﾝ 二硫化炭素 

ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾙﾌｪﾉｰﾙ（別名 PCP）及びそのﾅﾄﾘｳﾑ塩 ﾒﾀﾉｰﾙ 

ﾏﾝｶﾞﾝ 鉛 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 鉛及び鉛化合物 

【女性労働者の就業を禁止する業務】 

〇作業環境測定結果が「第 3 管理区分」（規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値

を超える状態）となった屋内作業場の全ての業務 

〇タンク内、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務

付けられている業務 

 

 

 

課  題 ｋｅｓサポート 

作業環境の管理状況の調査 作業環境測定 

作業環境への有害物質の発散抑制 
局所排気装置等の定期自主検査 

排・換気装置の改善・設置 

衛生診断、リスクアセスメント 
作業環境測定、健康診断結果等に基づく衛生診断 

リスクアセスメントの実施 

衛生意識の向上 労働衛生教育 
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有害物の発散する場所における業務について、「母性保護に係る専門家会合」報告書

において、①有害物については、厚生労働省の GHS 分類により生殖毒性若しくは生殖

細胞変異原性が区分 1 又は授乳影響ありに該当する 25 物質とすることが適当、②気中

の有害物濃度の上限値、測定・評価方法は、それぞれ労働安全衛生法令の管理濃度、作

業環境測定・評価方法とすることが適当とされ、これを踏まえて女性労働基準規則（女

性則）が改正されました。改正女性則の有害物の発散する場所における規制対象物質（25

物質＋ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ）と女性労働者の就業を禁止する業務を下記に示しました。 

 

環境・健康      

  


